
７
月
23
日

小
野
上
最
終
処
分
場
第
２
期
建

設
計
画
に
係
る
再
同
意
に
つ
い

て
　

再
同
意
に
よ
り
、
７
月
17
日

付
で
最
終
建
設
予
定
地
の
報
告

が
あ
り
ま
し
た
。

８
月
20
日

メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
整
備
方
針
に
つ

い
て

　

再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
と

し
て
、
２
㍋
㍗
の
メ
ガ
ソ
ー
ラ

ー
整
備
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

９
月
25
日

⑴
市
道
木
の
間
・
藤
田
線
道
路

改
良
に
伴
う
用
地
取
得
の
手
続

き
に
つ
い
て

⑵
総
合
計
画
後
期
基
本
計
画
案

に
つ
い
て

　

基
本
構
想
（
平
成
25
年
度
～

29
年
度
）
の
説
明
が
あ
り
ま
し

た
。

⑶
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
整
備
に
係
る

事
業
者
選
定
結
果
に
つ
い
て

　

審
査
会
に
お
い
て
、
オ
リ
ッ

ク
ス
社
を
選
定
し
た
と
の
報
告

が
あ
り
ま
し
た
。

⑷
本
市
の
放
射
能
対
策
の
状
況

に
つ
い
て

　

経
過
、
除
染
、
検
査
、
測
定
、

今
後
の
処
理
等
に
つ
い
て
、
説

明
が
あ
り
ま
し
た
。

⑸
渋
川
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
清
流
の
郷
の
民
営
化
に
つ
い

て
　

施
設
譲
渡
に
よ
る
民
営
化
の

課
題
及
び
懸
案
事
項
の
報
告
が

あ
り
ま
し
た
。

⑹
渋
川
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
︵
案
︶
に
つ
い
て

　

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
位
置
付

け
、
理
念
、
目
標
、
ア
ン
ケ
ー

ト
結
果
、
今
後
の
予
定
に
つ
い

て
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

⑺
渋
川
市
体
育
施
設
使
用
料
等

の
見
直
し
に
つ
い
て

　

ス
ポ
ー
ツ
種
目
別
、
年
間
利

用
種
目
別
、
付
属
設
備
使
用
、

市
外
者
使
用
、
室
内
施
設
照
明
、

夜
間
照
明
使
用
料
等
見
直
し
に

つ
い
て
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

⑻
︵
仮
称
︶
北
橘
運
動
場
整
備

事
業
に
係
る
要
望
と
協
議
経
過

に
つ
い
て

　

事
業
説
明
会
等
の
経
過
及
び

主
な
質
問
・
要
望
・
回
答
を
整

理
し
た
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　
　
　

平
成
22
年
に
渋
川
市
民

憲
章
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
次

は
（
仮
称
）
渋
川
市
自
治
基
本

条
例
を
制
定
し
、
市
民
憲
章
に

掲
げ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る

べ
き
と
考
え
る
が
今
ま
で
の
研

究
を
含
め
て
制
定
の
考
え
は
。

ま
た
、
市
政
運
営
の
パ
ー
ト
ナ

ー
自
治
会
の
扱
い
を
地
区
自
治

会
連
合
会
と
の
契
約
書
で
な
く
、 

条
例
な
ど
を
も
っ
て
位
置
づ
け

る
べ
き
と
考
え
る
が
、
い
か
が

か
。

　
　
　
　
　

自
治
基
本
条
例
に

つ
き
ま
し
て
は
、
既
に
多
く
の

市
町
村
で
制
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
を
参
考
に
今
後
も
検
討

し
て
い
き
た
い
。

　

多
様
化
す
る
市
民
ニ
ー
ズ
に

対
応
す
る
た
め
に
は
、
自
治
会

を
は
じ
め
と
し
た
市
民
団
体
と

の
協
働
が
必
要
で
す
。
自
治
会

に
は
各
種
公
共
性
の
高
い
仕
事

を
お
願
い
し
て
い
る
こ
と
か
ら

委
託
契
約
を
し
て
い
ま
す
。

合
併
協
定
書
の
未
協
議
項
目
は

　
　
　

合
併
協
定
書
（
６
市
町

村
合
併
時
の
協
定
書
）
の
未
協

議
項
目
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

ま
た
水
道
料
金
統
一
に
つ
い
て

は
、
平
成
23
年
度
の
決
算
を
経

て
平
成
26
年
度
か
ら
の
料
金
を

検
討
し
、
平
成
29
年
度
に
一
番

高
い
北
橘
町
に
合
わ
せ
る
イ
メ

ー
ジ
図
の
修
正
も
行
う
と
回
答

し
て
き
て
い
る
。
そ
の
考
え
は

変
わ
り
な
い
か
。

　
　
　
　
　

合
併
協
定
書
の
協

議
項
目
の
う
ち
、
未
調
整
と
な

っ
て
い
た
５
項
目
に
つ
い
て
は
、

現
在
調
整
中
で
す
。
な
お
、
全

く
未
調
整
と
な
っ
て
い
る
項
目

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　

水
道
水
の
安
定
供

給
の
た
め
に
整
備
計
画
を
策
定

し
、
必
要
な
財
源
確
保
を
水
道

事
業
財
政
計
画
に
反
映
さ
せ
る

中
で
、
市
民
の
理
解
が
得
ら
れ

る
料
金
制
度
に
全
力
で
取
り
組

む
考
え
に
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

 

南
雲
　
鋭
一
　
議
員

︵
仮
称
︶渋
川
市
自
治
基
本
条
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
制
定
は

一 般 質 問一 般 質 問

県央第二水道（北橘町）

質
問

質
問

企
画
部
長

水
道
部
長

市
民
部
長

　

７
月
23
日
、
８
月
20
日
及
び
９
月
25
日
開
催
の
議

員
全
員
協
議
会
に
お
い
て
、
市
側
か
ら
10
項
目
に
わ

た
る
報
告
事
項
が
あ
り
、
協
議
を
行
い
ま
し
た
。

議
員
全
員
協
議
会
の
あ
ら
ま
し


